	２００６年SJC建議事項に対する検討答弁書


２００７．１
産業資源部
I．総括
 □ 建議事項の概要
· ソウルジャパンクラブ（SJC）から労働・労使関係、金融、知的財産権、生活環境などの５分野に対し、３３課題を建議していただいた。（’06.12.19、SJCの主催の下に産資部長官を招請しての午餐懇談会の時）
< 建議事項の分類 >
	分野
	新規
	継続
	小計

	１．労働・労使関係
	-
	１０
	１０

	２．金融
	２
	４
	６

	３．知的財産権
	９
	３
	１２

	４．個別要望事項
	１
	-
	１

	５．生活環境
	３
	１
	４

	小計
	１５
	１８
	３３


    *継続課題は過去の懇談会においても建議されており、新規課題は’０６年度に初めて建議された事項である。
· SJCは３３の建議事項に対して韓国政府の検討を期待し、その結果に対する回答を要望

 □ 検討結果
○　検討結果の分類（４類型）
	分野　(個数)
	措置完了
	受入れ可能
	受入れ困難
	長期検討
	小計　(33)

	１．労働・労使関係 （１０）
	２
	１
	６
	１
	１０

	２．金融　（６）
	-
	-
	１
	５
	６

	３．知的財産権　（１２）
	１
	-
	４
	７
	１２

	４．個別要望事項　（１）
	-
	-
	-
	１
	１

	５．生活環境　（４）
	-
	３
	-
	１
	４

	小計　（３３）
	３
	４
	１１
	１５
	３３


○措置完了：正規職解雇条件の緩和、第３者による外国商標の不正登録の防止など、３件

○受入可能：国民健康保険の外国人勤労者の加入義務免除、バス停での英語表記の拡充など、４件

○受入困難：労働条件の下方硬直性是正、結合商標の類似審査と取引実態との齟齬の解消等、１１件

○長期検討：代金決済の事前申告義務の免除、特許裁判における仮処分執行の迅速化＊など、１５件

　＊法務部、検察でSJCの建議事項に対する受入れの可否および措置可能性などを検討している。
 □ 措置計画
· 外国人投資企画官名義の案内文を同封して韓国政府の検討意見をSJCに送付

· 受入可能な課題は外投委の審議を経て新規の「投資環境改善課題」として分類・管理する。

II．分野別の詳細な検討
１．労働・労使関係分野　(１０件)
	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	①労働条件の下方
硬直性是正
	労働部
	・就業規則は諸勤労者に統一して適用される勤労条件を規定しており、勤労契約の主な内容である勤労条件の決定・変更は契約当事者である勤労者の同意を必要とするのが原則

 ※就業規則の不利益を変更する場合には、勤労者の過半数で組織された労働組合の同意を得なければならない。（勤労規準法第９７条第１項）但し、勤労者の過半数で組織された労働組合がない場合は、勤労者過半数の同意を得なければならない。
	受入

不可

	②週５日制導入に
関する問題
	労働部
	・改正勤労基準法第５９条の２に「年次有給休暇の使用促進制度」を新設して、使用者が一定要件の下に年次有給休暇の未使用分に対する補償義務から免れるようにしている。

・団体協約や就業規則に基づかなければ「年次休暇使用促進措置」が執れないというわけではないため、団体協約や就業規則を改正しなくても「年次休暇使用促進措置」により年次休暇の未使用に対する補償義務を免ずることができる。

・年次休暇の未使用に対する補償禁止を法令で規定することは、使用者による悪用の可能性、韓国の大法院（=最高裁判所）の判例などを勘案すれば受入れ不可

・但し、「年次休暇使用促進措置」の導入趣旨などを考慮し、実際に年次休暇を使用して実勤労時間を短縮していけるように努力する。
	受入

不可


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	③法定退職金制度の
改正
	労働部
	・退職金制度は、'０５.１２月以降退職年金制度に転換され、勤労者に対する多層的な老後の所得保障を支援している。

・また、法定平均賃金は勤労者退職金の最低基準を定めるための制度なので撤廃不可
	受入

不可

	④正規職解雇条件の
緩和
	労働部 
	・政府は労使関係先進化の方案として勤労規準法を改正

①不当解雇に対する処罰規定の削除及び救済命令に対する履行強制金制度を新設

②経営上の理由による解雇の場合、事前通報期間を短縮（現行６０日→５０日）する内容が含まれている。

※ 改正法の施行時期：　２００７．７．１
	措置

完了

	⑤国家有功者雇用義務の弾力的運営
	国家

報勲処
	・国家有功者に対する就業支援は憲法事項であるため緩和することは極めて困難。

－既に外国人投資地域、経済自由区域、自由貿易地域に入居した外国人投資企業に対しては、国家有功者の雇用義務を猶予または免除

・外国人投資企業に国家有功者の就職を斡旋する場合には、なるべく当該企業が求める語学力のある人材など、外国人投資企業から必要とする国家有功者を斡旋するよう積極的に努力
	受入

不可

	⑥短時間勤労者（パート）指針の廃止など
	労働部 
	・期間制及び短時間勤労者の濫用問題が社会問題として浮上しているなか、これらの勤労者を保護できる法制の整備が必要な状況

・使用期間の制限は使用事由の制限などに比べて労働市場に及ぼす副作用が少ないという点を勘案する必要がある。


	受入

不可


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	⑦派遣勤労者制度の改正
	労働部
	・改正「派遣勤労者の保護などに関する法律」にて規定した雇用義務及び使用事業者に対する罰則強化は不法派遣などから派遣勤労者を保護するための措置

・同時に派遣法は派遣対象の許容要件に「業務の性質」を追加して派遣対象の業種を現実に合わせ、合理的に調整できるようにするなど企業の人材活用における柔軟性向上も考慮
	受入

不可

	⑧労組専従者の給与支援禁止措置の

早期実施
	労働部
	・’０６．９月政労使は大妥協を通じて専従者の給与支援禁止条項の施行時期を３年間猶予することで合意し、法を改正

・一方、政労使は猶予期間中に労働組合の財政自立方案について集中議論することで合意しているため労働組合の財政自立に向けた合理的な方策が講じられることを期待しながら、

－政府はこのような議論とともに産業現場において不合理な専従者の慣行を改善すべく労組活動方式の改善などが推進できる環境づくりに最善を尽くす。
	長期

検討

	⑨労組の違法労働行為に対する厳正かつ迅速な法の適用
	労働部
	・政府は暴力・破壊行為などを伴う争議行為については、 政府レベルで行為者はもちろん主導者においても厳重対処

・政府は‘０６．７．１３．浦項（ポハン）地域における建設労組のPOSCO不法占拠問題を解決するにあたり人命被害などの不祥事が発生しないように極力慎重を期しており、法違反者に対しては責任程度によって厳重に処理
	措置

完了


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	⑩国民健康保険の外国人勤労者加入義務の免除


	保健

福祉部
	・改善方案 
   

 
< 改善方向 >
 
 
 
 経済的に困窮している外国人勤労者が低廉な費用で療養機関が利用できるよう支援すべく現行制度の根幹は維持しながらも、自国の健康保険などに加入していて国内でも医療保障が充分である国籍者の場合、加入者及び使用者の保険料の二重払いによる経済負担を最小化する。

   －国民健康保険の除外対象者

　　　本人の意思とは関係なく、法律上強制される本国の健康保険制度によって医療保障を受ける者と本国から派遣された勤労者で会社規定などによって民間保健の適用が事実上強制される者は本人の申請などによって健康保険の適用除外を認める。

     ※但し、現地雇用における外国人勤労者は健康保険に強制加入

  ‘０７年上半期内に国民健康保険法の施行令を改正・施行
	受入

可能


２．金融分野　（６件）
	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	①有価証券保有制度の外国金融機関への弾力的な運営
	財経部
	・世界の各国においても自国の状況によって本店資本金制度と支店資本金制度をそれぞれ選択し、運用している。

＊シンガポール、台湾などは支店資本金制度（営業基金）を施行しており、EUの場合も非EU諸国に対して支店資本金制度を運用

・韓国の状況からして本店資本金制度への転換は長期的に検討し、支店資本金（営業基金）の範囲を拡大する計画。

＊外国系銀行の本店または海外支店から１年を超過した借入金のうち、韓国内の運用金額は営業基金として認定（’０１年銀行法施行令改正）

・韓国金融市場の成熟度、東北亜の金融ハブとしての成長などを考慮し、本店資本金制度への転換可否を長期的に検討する。
	長期

検討

	②代金決済の事前申告義務の免除
	財経部
	・経常取引代金が銀行を利用して決済される場合、現在も申告不要

・但し、銀行を利用しない場合や相殺、第３者支払いなど特別な場合に限って韓国銀行などに申告するようになっており、

－このような申告義務も’０６．５月発表した「外国為替自由化推進方案」にしたがって段階的に緩和する計画である。
	長期

検討

	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	③非居住者への韓国ウォン為替市場の開放
	財経部
	・’０６．１月から資本取引許可制が廃止され、非居住者のウォン借入の取引は全面申告制に転換されるなど、非居住者のウォン保有制限が大幅に緩和

　＊１０億ウォン以下：　申告免除、１０億ウォン超過：　韓銀に申告

・また、’０６．５月発表した「外為自由化推進方案」にて非居住者のウォン借入の申告限度を１０億ウォンから１００億ウォンへと上方調整

・今後、取引動向を見ながら上方調整する予定
	長期

検討

	④同一人及び同一グループに対する貸出規制の改善
	財経部
	「①有価証券保有制度の外国金融機関への弾力的な運用」と同様

・世界の各国においても自国の状況によって本店資本金制度と支店資本金制度をそれぞれ選択し、運用している。

＊シンガポール、台湾などは支店資本金制度（営業基金）を施行しており、EUの場合も非EU諸国に対して支店資本金制度を運用

・韓国の状況からして本店資本金制度への転換は長期的に検討し、支店資本金（営業基金）の範囲を拡大する計画。

＊外国系銀行の本店または海外支店から１年を超過した借入金のうち、韓国内の運用金額は営業基金として認定（’０１年銀行法施行令改正）

・韓国金融市場の成熟度、東北亜の金融ハブとしての成長などを考慮し、本店資本金制度への転換可否を長期的に検討する。
	長期

検討


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	⑤預金保険制度加入の任意化
	財経部
	・預金保険制度は金融システムの安全性向上を優先しており、預金保険による安定的な金融環境づくりは、韓国での営業にあたる全ての国内外の金融機関が享受する恩恵である。

　－韓国の銀行との平衡性、預金者の保護および金融システムの安定と基金健全性を考慮し、外国銀行の支店も韓国の金融機関と同等に取り扱うことが望ましい。

－預金保険制度を採択しているほとんどの国家は外国銀行の支店に対して預金保護義務加入の方式を適用している。

＊預金保険制度を採択している６７ヶ国のうち、４０ヶ国（約６０％）が義務加入（米国、カナダ、イギリス、フランス、オランダ、スイスなど多数）の方式を採択している。

・公的資金の投入は、’９７年通貨危機以降崩壊した金融システムを回復するための復旧費用であり、韓国で営業中の全ての金融機関（外銀支店を含む）が受益者であるため

　－受益者負担原則の下に受益者である金融機関が公的資金の一部を負担することが望ましい。

　－この結果、公的資金が投入されてない韓国の郵便局金融も特別寄与金を負担しており、これは韓国で営業している金融機関のモラルハザードを防止して責任経営の体制を定着させようとする意図が反映されている。

　－外国の場合も基金がなかったり不足する状態のなかで金融危機を経験してから特別寄与金を集めて支援資金を補充した事例がある。

＊米国の不良貯蓄貸付組合（S&L）の危機時の公的資金分担例：　金融圏が２９１億ドル（２０％）、政府が1,116億ドル（８０％）を負担
	受入

不可


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	⑥中小企業貸出比率規制の撤廃
	韓国銀行
	・「中小企業貸出比率制度」は義務事項ではなく勧告事項

　－特に外銀支店の場合、韓国銀行の総額限度貸出を受けている銀行がないため実質的には何の制裁もない状況

・韓国銀行は、中小企業貸出比率制度の運営における実益を評価し、これを基に改善方案を模索する必要があると考えている。

　－但し、同問題と関連して点検および考慮すべき事項が多いため時間をかけて検討する必要がある。


	長期

検討


３．知的財産権分野　（１２件）
	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	①無効審判の請求人適格制限の緩和
	特許庁
	・特許法上、利害関係人と審査官のみ無効審判の請求人資格を認めるのは、審判請求の利益なくして審判請求権もないという民事訴訟法の基本原則を反映したものである。

　－誰でも無効審判が提起できるようであれば無分別な審判請求によって特許権者に被害を与える可能性があるので慎重に検討する必要がある。

　－現行は、審判実務上利害関係人の範囲を幅広く認めているので、本建議事項の趣旨をある程度は反映している。
	長期

検討

	②多重従属形式のクレーム表現の承認
	特許庁
	 ・多重請求項で引用している請求項を再び多重請求項を引用する場合には、その内容が大変複雑なので、第３者または審査官が請求項を解釈時に困惑する。

　－現在としては多重請求項で引用している請求項が多重請求項を引用することは許容できない。

　－審査官の業務負担、第３者の理解の容易性、国際的調和を考慮して検討していく計画である。
	長期

検討


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	③第３者による外国商標の不正登録の防止
	特許庁
	・商標法第７条第１項第４号（公序良俗に反する商標）および第１２号（不正目的による出願）に基づき、第３者による外国商標の不正出願（冒認出願）は拒絶するように規定

・一方、不正出願の登録遮断を強化するため第１２号（不正目的による出願）の適用要件を緩和する商標法の改正案が’０７．７月から施行される予定
	措置

完了

	④商標出願の先後願に関する規定適用の判断時期
	特許庁
	・韓国で先登録商標との類似可否の判断時点の基準を出願時とする理由は、

　－審査時とする場合、審査の緩急によって当該出願件の登録可否が影響を受けるため望ましくないという点と、

　－審判が請求された場合には審決確定時まで審査を保留しなければならず、審査が遅れたり再審によって審決が覆される可能性があるため

・先登録商標との類似可否に対する判断時点を出願時・審査時のいずれにするかの問題は、原則的に各国の立法政策に沿って決定すべきである。

・今のところ他に改正要求および改正検討の計画はないが、今後商標法を改正する場合には日本の改正要求立場も一つの意見として取り込んで検討することは可能
	受入

不可


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	⑤拒絶理由通知に

対する応答期間

の延長
	特許庁
	・現在拒絶理由通知に対する応答期間は、内外国人を問わず２ヶ月以内と定めている

　－応答期間をさらに要する場合は回数に関わらず延長申請ができるので応答期間延長の効果が得られる。

　－しかし、２ヶ月という期間は短すぎるという意見もあるので今後深く検討する所存
	長期

検討

	⑥分割出願の時期的要件の緩和
	特許庁
	・分割出願の可能期間拡大の必要性を充分に検討した上反映可否を決定
	長期

検討

	⑦中用権の導入
	特許庁
	・登録商標が先登録商標との類似性のため無効となった場合、無効となった商標を継続して使用することは先登録商標権者の権利を不当に侵害するものと判断される。

・また、無効となった商標が有名であっても、このような判断の例外扱いにはならない。
	受入

不可 

	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	⑧結合商標の類似

審査と取引実態との齟齬の解消
	特許庁
	・商標の類似可否の判断は全体的、客観的な観察を原則としている。

・結合商標の場合、識別力のある要部を中心に可能な場合に限って分離観察を実施しており、これは消費者の誤認・混同の可否を判断するための主な規準であると判断する。

　－大法院（最高裁判所）および特許法院の判例もこのような規準によって判決している。

・従って現在の結合商品の類似可否の判断基準は適していると判断しており、審査基準に対する改正については検討していない。

・また、先登録商標権者の同意書提出をもって後出願商標の拒絶理由を解消する方案についても導入する計画はない。
	受入

不可

	⑨新規商品分類区分の見直し
	特許庁
	・改善事項として提起された商品およびサービス業に対する類似可否の判断は、韓国の取引現状および国際分類に鏡み、問題がないものと判断されるため、今のところこのような判断基準を変更する計画はない。

・一方、技術の発達および社会の変化によって商品やサービス業の種類が複雑多岐にわたる現実を適時審査に反映するため、類似群分類に対する持続的な検討補完を行っている。
	受入

不可


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考


	⑩特許裁判における仮執行処分の迅速化
	法務部
	・仮処分の実効性を高める方案を検討するという立場
	長期

検討

	⑪水際差止における特許権、実用新案権、デザイン権などに対する保護拡大
	財経部
	・知財権侵害物品の通関保留制度の拡大については、韓国の産業と貿易に及ぼす影響、税関の行政状況などを総合的に考慮する必要がある。

・外見標識によって権利侵害可否を容易に判別できる商標権とは異なり、特許権は権利侵害可否の判断に高度の技術的専門性を要するため税関の介入に限界

・特許権対象物品の申告および確認による税関行政負担の増加、通関遅延および通商摩擦など貿易障壁の要因として作用する恐れがある。

・関連業界においても業種別・産業別に利害関係が交差しており、先進国と開発途上国の立場が相反している。

＊WTO知財権協定（TRIPｓ）でも商標権・知財権のみ義務保護の対象とし、特許権などその他の産業財産権は自国に一任している。

＊＊これによって米国・日本などは特許権などその他の産業財産権も通関保留措置に含めたが、韓国はWTOの義務保護の事項のみ導入

・しかし、最近韓国も第３国企業による知財権侵害事例が増えているため、中長期的に特許権などの知的財産権の保護対象を拡大することを検討

＊‘０７年著作権の職権通関保留措置などを導入する計画であり、中長期的に知財権に関する水際差止を強化する計画
	長期

検討

	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	⑫海外における外国語出願を原出願とする韓国出願における原文に基づく　手続き
	特許庁
	・本建議事項は、以前にも日本側により提起された内容であり、韓国特許庁で議論している最中である。

　－本建議事項の反映のためには韓国の特許法体系の整備および特許法改正日程など、韓国の国内事情について考慮する必要がある。

　－韓国は頻繁な法改正による混乱を最小化するため、今後PLTおよびSPLT反映のための法改正の際にこれを反映する予定

＊現在進行中の改正法律案は既に国会本会議で議決されたので、改正法律案に本建議事項を反映できる状況ではない。
	長期

検討


４．個別要望事項　（１件）
	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	①少量研究開発用化学物質サンプル輸入手続の緩和について(新規)
	環境部
	・現行の有害化学物質管理法上では科学物質を製造または輸入しようとする場合、例外なく確認内訳書を提出するようにしており、新規化学物質に対する有害性審査の免除は確認を経て免除するように改正され今年の１月から施行しているなか、

・これは有害化学物質による健康および生態系の被害を最小化するための措置であり、施行されてから１年も経っていない時点で研究開発用の化学物質サンプルについてのみ規制を緩和することは困難である。

・但し、同サンプルに対する輸入実態などを把握して今後関連法令を改正する際、反映可否を検討する計画である。
	長期

検討


５．生活環境改善分野　（４件）
	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	①金浦空港(国際線)の入国審査における投資外国人専用ゲートの設置
	環境部（？）


	・金浦空港の入国審査場に外国人投資家の専用審査台が設置されていないため外国人投資家が入国審査時に不便を感じる部分については改善するように努力する。

・但し、金浦空港の入国審査場に外国人投資家の専用審査台を設置して運用するためには適正水準の審査官（９～１０名）を配置して審査官１名が専用審査台で審査しなければならないが、現在５名の審査官が入国審査をする状況で別途の専用審査台を運用することは困難である。

・外国人投資家の専用審査台の設置について当所から行政自治部などの関係部処に継続して人員拡充を要請した末２００７年下半期に８名の審査官が拡充される予定であり、正常に審査官が拡充できれば専用審査台の設置について肯定的に検討する予定である。
	長期

検討

	②市場価格の透明性の確保
	産業

資源部
	・政府は産業資源部の告示価格表示制の実施要領によって、一定基準以上の小売店舗については販売価格を表示するように義務づける。

・制度の実効性を高めるため毎年ソル（旧正月）およびチュソク（中秋）を前後して地方自治体の協力を得て価格表示の実態点検を実施しているが、外国人の消費者を保護するための価格表示の広報は多少不十分な実情である。

・今後、観光地および外国人が主に利用する所を中心に定期的にまたは随時に価格表示の実態を点検して広報するように地方自治体との協力体系を強化する。
	受入

可能


	項目
	所管部処
	所管部処の検討意見
	備考

	③バス停での英語表記の拡充
	建交部
	・大都市を中心にバス停での英文表記が可能になるよう関連地方自治体および運輸事業者を指導・督励する。

・地方自治団体のバス関連ホームページに停留場を紹介する際、外国語支援推進を勧告

・外国人の大衆交通利用時の不便解消に向けて継続して努力する。
	受入

可能

	④交通マナー、交通・道路事情の改善
	建交部
	・バス中央車道の拡大、底床バスの導入など大衆交通システムを改編する。

・バス運転手の資質向上のため、周期的に教育を実施する計画である。

・サービス評価を通じた優秀企業へのインセンティブ付与および不振企業に対する制裁措置など、関連措置によってバス運行サービスの品質を高める。

・今後運転手の適合精密検査制度を改善することで運転手のバス運転マナーが改善できるよう措置をとっていく計画である。
	受入

可能
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